
 

【緊急声明】 

イランをめぐる武力攻撃に対する即時停止と、 

対話による平和的解決を強く求めます 
 

私たちは、アメリカとイスラエルによるイランへの武力攻撃は、国際法に違反

するものであり、厳重に抗議します。また、イランの報復行為に対して、憂慮を

表します。 

 

いかなる理由があるにせよ、対話や外交努力を尽くさないまま武力に訴える

行為は、国際社会の平和と安定を著しく損なうものであり、断じて容認すること

はできません。 

武力の行使は新たな報復や対立を生み、市民の尊い命と生活を危険にさらし

ます。とりわけ子どもや高齢者をはじめとする市民が犠牲となる現実を、私たち

は決して看過することはできません。 

 

国際社会は、国連憲章の理念に基づき、紛争を平和的に解決する努力を積み重

ねてきました。今回の武力攻撃は、こうした国際的な枠組みと信頼関係を揺るが

しかねない重大な問題です。 

力による一方的な現状変更は、新たな緊張と不安を地域にも世界にも広げる

ものであり、持続可能な平和の実現とは相いれません。 

 

私たちは、「平和とよりよい生活のために」という理念のもと、すべての人が

安心して暮らせる社会の実現をめざして活動してきました。戦争や武力衝突は、

人々の日常を破壊し、長年にわたって築かれてきた地域社会の絆や経済、教育、

医療などの基盤を深刻に損ないます。 

その影響は当事国にとどまらず、世界の市民生活にも波及します。だからこそ、

国際社会には冷静な対応と対話による解決が強く求められています。 

 

私たちは、武力攻撃の即時中止を求めるとともに、関係国に対し、国際法を遵

守し、対話と外交交渉を通じた平和的解決に全力を尽くすよう強く要請します。

また、国際社会が協調し、人道的支援と復興支援に取り組むことを求めます。 

 

平和は力によってではなく、対話と信頼によって築かれるものです。私たちは、

すべての命と尊厳が守られる世界の実現を強く願い、ここに抗議の意思を表明

します。 
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